
３号認定の利用者負担額（保育料）基準額表（月額） 

階層区分 世帯区分 
保育標準時間 

（０～２歳児） 

保育短時間 

（０～２歳児） 

１ 生活保護世帯 — ０円 ０円

２ 
市町村民税非課税世帯 

母子世帯等 
０円 ０円

3 一般世帯 

４ 市町村民税所得割非課税世帯 母子世帯等 ５，０００円 ４，０００円

５ 一般世帯 ６，０００円 ５，０００円

６ 市町村民税所得割額   

４８，６００円未満 

母子世帯等 ７，０００円 ６，０００円

７ 一般世帯 ８，０００円 ７，０００円

８ 市町村民税所得割課税額  ７７，１００円未満 １３，０００円 １２，０００円

９ 市町村民税所得割課税額  ９７，０００円未満 １４，０００円 １３，０００円

１０ 市町村民税所得割課税額 １０９，０００円未満 ２０，０００円 １９，０００円

１１ 市町村民税所得割課税額 １６９，０００円未満 ２７，０００円 ２６，０００円

１２ 市町村民税所得割課税額 ２１１，２００円未満 ３７，０００円 ３６，０００円

１３ 市町村民税所得割課税額 ３０１，０００円未満 ４１，０００円 ４０，０００円

１４ 市町村民税所得割課税額 ３４１，０００円未満 ５４，０００円 ５３，０００円

１５ 市町村民税所得割課税額 ３９７，０００円未満 ５６，０００円 ５５，０００円

１６ 市町村民税所得割課税額 ３９７，０００円以上 ６７，０００円 ６５，０００円

 

※ 階層区分は，当該年度の４月１日の年齢で決定いたします。 

 


